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日出町産業振興促進計画 
 

令和７年５月２７日作成 

大分県日出町 

 

１．総論                          
 

（１）計画策定の趣旨 
 

 ●背景 

  半島振興法（昭和６０年法律第６３号。以下「法」という。）が制定されて以降、

国内で２３の地域が指定され、それぞれの地域特性に応じた半島振興策が講じら

れてきた。 

  大分県においても半島振興計画を策定し、昭和６１年に国東半島地域が半島振

興対策実施地域に指定された。その後、法改正に合わせて同計画の変更を重ね、

平成２８年２月に「国東地域半島振興計画」が再度作成されている。本町におい

ても、同計画に基づき、社会資本の整備や各種施策を推進してきた。その結果、

道路整備、産業の振興等着実に成果が現れ、同法及び同計画の恩恵を受けてきた。 

  一方で、依然として半島地域は産業基盤や生活環境の整備等の面で多くの課題

を抱えており、また、貿易摩擦の影響等によって製造業をはじめとした企業の経

営状況悪化など、以前にはなかった新たな問題も生じている。 

  今後は、これらの問題の克服と地域が自立的発展するためには、経済活動を活

発化させ、企業誘致等による雇用の確保が必要である。このため、本町では令和

７年度までの１０年間を計画期間とする「第５次日出町総合計画 住むことに喜

びを感じるまち～安心して暮らせて活力が実感できるまちづくり～」を基本理念

とし、「産業振興により活力あるまちをつくる」政策の中において商工業、農林水

産業、観光業の振興に併せ、雇用の創出にも目標を設定しています。このため、

平成２７年施行の改正法第９条の２第１項の規定に基づき、令和２年に本町が策

定した「日出町産業振興促進計画」を更新し、新たに策定する。 

 

 ●位置、地勢、人口 

  日出町は大分県の中東部に位置しており、別府市と杵築市に隣接した国東半島

の入口の町になっている。面積は７３.２６㎢で、東西に１９.２㎞、南北に９.２

㎞の東西に長い形状をしている。北西部には鹿鳴越山系が広がり、南側は別府湾

に接する約２５㎞の美しい海岸線が続いている。 

  気候は温暖で、県内では比較的災害が少ない町になっている。大きな河川はな

いものの、豊富な湧水があるため、町内の飲料水のほとんどが良質な地下水で賄

われている。 
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  計画策定時点における住民基本台帳人口は、約２７，５００人となっている。

全国的には人口減少が急速に進んでいる状況ではあるものの、本町においては微

減の状態（令和２年国勢調査）となっている。これは、住環境及び道路網の整備

などにより、生活するうえでの利便性が向上してきたことと、県都大分市や隣接

する別府市のベッドタウンとなっていること等が要因と考えられる。 

 

 ●産業構造 

  令和２年国勢調査における産業別就業人口の構成は、第一次産業７３２人、第

二次産業２，９６６人、第三次産業８，５９３人となっている。平成２７年国勢

調査においては、それぞれ９６９人、３，２１４人、９，１０５人となっている

ことから、全産業に関し減少の傾向であった。 

 

（２）前計画の評価 
 

 ア 前計画における取組及び目標 

 

  本町が令和２年に認定された日出町産業振興促進計画（令和２年度～令和６年

度。以下「前計画」という。）の期間において、本町は次のような取組及び目標を

設定していた。 

 

 ●産業振興を推進しようとする取組 

 ＜町＞ 

  ・地産地消など町内消費の推進 

・企業訪問による情報収集 

  ・企業誘致活動 

  ・企業適地の情報収集 

  ・関係機関との連携 

  ・半島税制及び優遇制度の周知 

 ＜県＞ 

  ・地産地消など県内消費の推進 

・企業訪問による情報収集 

  ・専門家派遣 

  ・企業誘致活動 

  ・半島税制及び優遇制度の周知 

 ＜関係団体等＞ 

  ①農林水産業分野 

  ・ブランド化推進支援 

  ・推進イベントの実施 
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・一次産品及び加工品の消費拡大 

  ・一次産業従事者への技術指導 

  ②商工観光業分野 

  ・観光情報発信 

  ・ブランド化推進支援 

  ・創業セミナーなどの事業者支援 

 

   【設備投資の目標（１）①②】 年間及び計画期間の目標 

  （単位：件） 

 年間目標 計画期間目標 

半島税制対象のもの １ ５ 

半島税制以外のもの ２ １０ 

合計 ３ １５ 

 

   【雇用の目標（２）①】 年間及び計画期間の目標 

  （単位：人） 

 年間目標 計画期間目標 

半島税制対象のもの ３ １５ 

半島税制以外のもの ６ ３０ 

合計 ９ ４５ 

 

   【人口の目標（２）②】 令和６年１０月における目標 

   （単位：人） 

 A.人口推計 B.目標（国調） C.目標（住基） 

令和２年１０月 ２７,５７５ ２７,５９３ ２８,０６５ 

令和３年１０月 ２７,４３９ ２７,４７５ ２７,９４５ 

令和４年１０月 ２７,３０３ ２７,３５７ ２７,８２５ 

令和５年１０月 ２７,１６７ ２７,２３９ ２７,７０５ 

令和６年１０月 ２７,０３１ ２７,１２１ ２７,５８５ 

令和７年１０月 ２６,８９６ ２７,００４ ２７,４６６ 

   ※A.人口推計は、令和２年と令和７年の推計値を元に按分し、年間 136 人が減少するものとして算出 

   ※B.目標（国調）は、本計画により年間 18 人ずつ増加していく見込みとして算出 

   ※C.目標（住基）は、目標（国調）×28,538 人（H27.10住基）÷28,058 人（H27 国調）により算出 

 

   【周知に関する目標（３）①②】 年間及び計画期間の目標 

  （単位：件） 

 年間目標 計画期間目標 

事業者への直接周知 ２０ １００ 
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広報紙等による情報発信 ２ １０ 

 

 イ 目標の達成状況等 

 

  前計画の期間については、各分野において一定の振興が図られ、令和６年度末

時点で次のような達成状況となった。 

 

●産業別の達成状況（まちづくり推進課企業誘致実績資料） 

【設備投資】   （単位：件） 

 年間目標 計画期間目標 達成状況 

半島税制対象のもの １ ５ ４ 

半島税制以外のもの ２ １０ ８ 

合計 ３ １５ １２ 

 

【雇用】   （単位：人） 

 年間目標 計画期間目標 達成状況 

半島税制対象のもの ３ １５ １００ 

半島税制以外のもの ６ ３０ １６ 

合計 ９ ４５ １１６ 

 

●日出町の人口推移（日出町ホームページ住民基本台帳資料） 

    （単位：人） 

 A.人口推計 B.目標（国調） C.目標（住基） 達成状況 

令和２年１０月 ２７,５７５ ２７,５９３ ２８,０６５ ２８，３６６ 

令和３年１０月 ２７,４３９ ２７,４７５ ２７,９４５ ２８，２９１ 

令和４年１０月 ２７,３０３ ２７,３５７ ２７,８２５ ２８，１２５ 

令和５年１０月 ２７,１６７ ２７,２３９ ２７,７０５ ２７，９９４ 

令和６年１０月 ２７,０３１ ２７,１２１ ２７,５８５ ２７，８６２ 

令和７年１０月 ２６,８９６ ２７,００４ ２７,４６６  

 

●周知に関する達成状況（まちづくり推進課企業誘致実績資料） 

   （単位：件） 

 年間目標 計画期間目標 達成状況 

事業者への直接周知 ２０ １００ ９１ 

広報紙等による情報発信 ２ １０ １０ 

 

●成果及び課題 

・半島税制による新規設備投資件数は計画より１件多い４件の認定があり、その
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中でも旅館業おける観光ホテルの立地により新規雇用は計画より８５人多い、

１００人であり、新規雇用の倍増に繋がった。 

 ・新規事業者の立地や設備投資が滞る中、既立地製造業による設備投資はコロナ

後を見据えた形での投資があり目標を達成できた。 

 ・設備投資による産業振興は図られたものの、半島税制以外の優遇税制活用も多

くみられた。 

 ・企業誘致を進める上での、企業適地の不足が課題となっている。 

 ・新たな観光ホテルの立地や既存ホテルのリブランドオープンなどにより旅館業

と第一次産業など、業種間の連携等が進んだ。 

 ・企業による周知活動は、新型コロナウイルス感染症により控えていた期間があ

ったが、令和４年度より企業訪問を通常化し、各企業への周知を図っている。 

 

 ウ 成果及び課題を踏まえた対応方針 

 

  本町は、上記の達成状況等を踏まえ、産業振興及び雇用機会の拡大を実現する

ため、本計画においては次の方針で重点的に進めていくこととする。 

 

 ●重点的推進事項 

 （ｉ）生産・供給体制の確立と持続的発展 

 （ⅱ）農林水産物やその加工品など、消費拡大に向けた一層のブランド化推進 

 （ⅲ）半島税制をはじめとした優遇制度の周知と企業誘致・設備投資の促進 

 （ⅳ）企業間連携の更なる推進と支援体制の構築 

 

２．計画の区域                       
 

 本計画の区域は、法第２条の規定により半島振興対策実施地域として指定された

国東半島地域内における日出町内全域とする。 

 

３．計画期間                        
 

 本計画の期間は、令和７年７月１日から令和１２年３月３１日までとする。ただ

し、必要に応じて見直しを行うものとする。 

 

４．計画区域の産業の現状及び課題              
 

 ア 産業の現状 

 

 ●主要な産業 
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  本町は、昭和３９年に大分地区新産業都市開発地域に指定され、また、昭和５

９年には県北国東地域テクノポリスの地域指定を受けるなど、高度技術産業の集

積が進み、主に半導体関連企業を中心とした製造業を核として発展してきた。以

降、順調に発展を遂げてきたものの、平成２５年６月に地域経済のけん引役を担

っていた日本テキサス・インスツルメンツ㈱が本町から撤退したことに伴い、町

内の雇用情勢・産業構造等に少なからず影響を及ぼすこととなった。 

  しかし、同企業に勤めていた従業員が新たに半導体関連企業を起業するケース

も見られ、その技術力を生かした地場企業が発展することに伴って、雇用拡大な

どに結びついている。 

  現状としては、半導体だけでなく金属製品やその他の製造業が、主要産業の一

翼を担っている。 

 

 ●主要な観光拠点、特産品等 

  本町においては、平成３年４月にサンリオのキャラクターパークとしてオープ

ンした「ハーモニーランド」が主要な観光拠点となっている。周辺部である大神

地区には、ローズガーデンのあるハーブ園で有名な「大神ファーム」やオートキ

ャンプ場を兼ね備え多くの海水浴客が訪れる「糸ヶ浜海浜公園」などが点在して

いる。中心部には、観光交流拠点である「二の丸館」が立地しており、この場所

を中心として日出城址や的山荘などを周遊する観光客でにぎわっている。 

  特産品としては、本町の地域資源としても登録されている城下かれいをはじめ、

ひじ町ツーリズム協会が手掛けるブランド「ひじめいど」に認定されているユー

カリ消臭抗菌剤などがある。 

 

 イ 業種別の現状と課題 

 

 ①商業（大規模な店舗等を含む） 

  本町には小規模な事業者が多く、中心市街地においては空き店舗が増加するな

ど、空洞化が進行している。一方、区画整理を行った新市街地には店舗進出が多

くなっており、周辺部にも小規模な店舗の進出がみられることから、町内全域で

の新規創業を促すとともに、既存店舗の支援も行うなど、日出町全体における商

業振興の推進が急務となっている。 

 

 ②農林水産業 

  第一次産業従事者は国勢調査ごとに減少しているが、ここ最近における町内総

生産額に大きな変化は見られない。これは、法人事業者による事業拡大やその他

の要因によるものと考えられるが、実質的には第一次産業の衰退は顕著であり、

新規就農者への支援や安定した所得の確保など複合的な施策の展開が求められて

いる。 
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 ③製造業 

  昭和４０年代以降は、大手製造業の進出など第二次産業のけん引役を担ってき

たものの、平成１２年をピークに第二次産業の従事者数は減少に転じている。そ

の後、日本テキサス・インスツルメンツ㈱日出工場が撤退したこと等によって町

内総生産額は大きく下降しているため、この回復に向けて、川崎工業団地北側用

地（旧日本テキサス・インスツルメンツ㈱日出工場跡）の造成事業による企業誘

致の推進や既存企業の設備投資促進に向けた対策が必要となっている。 

 

 ④農林水産物等加工販売業 

  第一次産業の衰退は否めないものの、農林水産物やその加工品等の直販所は複

数存在しており、町内における地産地消が進んでいる。平成２４年にオープンし

た民営の道の駅である「シーガーデンひじ」においてもこれらの販売を行ってお

り、町内外の買い物客で賑わっている。町としても、平成３１年３月に「ふるさ

と名物応援宣言」を行っており、農林水産物等の加工品を製造する事業者への支

援強化に取り組んでいる。 

 

 ⑤旅館業 

  町内の旅館業は、前回の計画策定時よりも３施設増加し計９施設で民間事業者

が営んでいる。直近では、ゲストハウスによる開業が多い一方で、令和３年１０

月には最大２０５室の観光ホテル「グランヴィリオホテル別府湾 和蔵」がオープ

ンした。今後、インバウンドにおける取り込みなど、事業者と町との一層の連携

が求められる。 

 

 ⑥観光業 

  本町においては、平成３年にオープンした「ハーモニーランド」が観光の核を

担っており、他にも中・小規模な観光施設が点在している。新型コロナウイルス

感染症により令和２年度の観光客数は約 60 万人まで激減したものの、５類移行と

なった令和５年以降はコロナ禍前の水準となる 110 万人を超える数となり回復を

している。一方、近隣自治体が有名な観光地ということもあり、通過型観光が主

体となっていることから、町内で旅館業を営む事業者と連携を深め、宿泊型観光

へと転換を図る対策を講じる必要がある。 

 

 ⑦情報産業（情報サービス業等関連産業を含む） 

  情報産業において、本町への進出予定など目立った動きはない。一方、本町に

おける有線放送業（ケーブルネットワーク）は、隣接自治体に所在する事業者が

担っていることから、同事業者における支店の新設などについて働きかけていく

必要がある。また、コールセンター業などの誘致に向けて、県をはじめとした関
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係機関との積極的な情報交換に努めていく必要がある。 

 

５．計画区域において振興すべき業種             
 

  本町においては、多様な業種が相関関係にあることから、幅広い産業の振興を

目標とする。具体的には、①商業（大規模な店舗等を含む。）、②農林水産業、③

製造業、④農林水産物等加工販売業、⑤旅館業、⑥観光業、⑦情報産業（情報サ

ービス業等関連産業を含む。）を対象業種とし、このうち下線の業種を半島税制の

対象とする。 

 

６．事業の振興のために推進しようとする取組・関係団体等と
の役割分担及び連携                    

 

  本町の振興対象業種の活性化を図るため、各主体は単独又は連携して以下の取

組を推進する。 

 

 ①商業（大規模な店舗等を含む）、④農林水産物等加工販売業 

取組事業 説明 

消費や販路の拡大に

関する支援 

地産地消など町内消費の拡大に向けた取組を行うととも

に、町外への販路拡大に向けた支援を行う。 

ブランド化推進支援 農林水産物やその加工品などのブランド化に向けて支援

を行う。 

 

実施主体・主な役割 

町／県 ・イベント等を通じた消費・販路拡大の取組の支援 

・イベント等を通じた域内ブランド産品のＰＲを実施 

・各種補助制度等の周知 

農協／漁協 ・イベント等への協力及び独自イベントの実施 

・一次産品のブランド化に向けた対外的ＰＲの実施 

商工会 ・ブランド化に関する事業者からの相談に対する支援 

ツーリズム協会 ・域内ブランド産品の確立及び対外的ＰＲの実施 

 

 ②農林水産業 

取組事業 説明 

消費や販路の拡大に

関する支援 

地産地消など町内消費の拡大に向けた取組を行うととも

に、町外への販路拡大に向けた支援を行う。 

ブランド化推進支援 農林水産物やその加工品などのブランド化に向けて支援

を行う。 
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農林水産業の技術指

導 

農林水産業従事者に対する技術的な指導及び助言を行

い、品質の改善や所得の向上に向けた取組を行う。 

 

実施主体・主な役割 

町／県 ・イベント等を通じた消費・販路拡大の取組の支援 

・イベント等を通じた域内ブランド産品のＰＲを実施 

・各種補助制度等の周知 

町 ・農林水産業従事者との意見交換の実施 

県 ・農林水産業従事者に対する専門員等による技術指導の

実施 

農協／漁協 ・イベント等への協力及び独自イベントの実施 

・一次産品のブランド化に向けた対外的ＰＲの実施 

・一次産業従事者に対する技術指導及び助言の実施 

商工会 ・ブランド化に関する事業者からの相談に対する支援 

ツーリズム協会 ・域内ブランド産品の確立及び対外的ＰＲの実施 

 

 ③製造業、⑦情報産業（情報サービス業等関連産業を含む） 

取組事業 説明 

企業情報収集、企業

誘致 

企業訪問を通じて設備投資の情報収集を行うとともに、

取引先企業などの誘致を図る。 

用地等の確保、情報

発信 

工業団地の整備や遊休地の捕捉など、企業が立地を判断

するうえで必要な適地一覧表等を作成し、町内外の多様

な業種に対して情報発信を行う。 

 

実施主体・主な役割 

町／県 ・町、県、又は合同の企業訪問の実施 

・町内企業や誘致情報などの情報共有 

・工業団地の整備 

町 ・遊休地調査の実施 

・企業適地一覧表の作成及び情報発信 

 

 ⑤旅館業、⑥観光業 

取組事業 説明 

広域観光ルートの開

発 

国東半島構成自治体を周遊する観光ルートの開発など、

観光振興に資する取組を行う。 

観光情報の発信 観光客を国東半島へ誘客するため、ホームページを通じ

た観光情報の発信をはじめ、対外的なＰＲに努める。 
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実施主体・主な役割 

広域圏 ・関係自治体と連携した広域観光ルートの開発 

町／広域圏／ツーリ

ズム協会 

・ホームページ等を活用した観光情報の発信 

・パンフレットの作成等による対外的ＰＲの実施 

 

 〇共通 

取組事業 説明 

半島振興法及びその

税制の周知 

多様な業種に対して半島振興法に係る制度の周知を図

り、設備投資の促進を図るとともに、積極的な活用を促

す。 

多様な団体との連携

支援 

企業との連携に努め、情報共有を図りながら産業振興を

促進する。 

専門家の派遣支援 企業が経営を行ううえで発生する困りごと（人材確保、

融資、事業承継など）に対応するため、専門家の派遣等

によってその解決を図る。 

経営に関する指導及

び助言 

中小企業の経営状況の分析を行い、低利融資などの斡旋

を行う。 

創業支援 創業を予定している方や創業後間もない方に対するアド

バイスや相談など、創業支援を行う。 

 

実施主体・主な役割 

町／県 ・企業訪問を通じた制度説明の実施 

・ホームページや広報紙などを活用した制度の周知 

・地方税の不均一課税の実施 

町／県／広域圏／農

協／漁協／商工会／

ツーリズム協会 

・産業振興に資する情報交換及び企業間連携を促進する

取組の実施 

・第一次産業従事者と企業の連携を促進する取組の実施 

県 ・産業創造機構等と連携した専門家派遣の実施 

商工会 ・経営指導員による経営分析及び指導、関係機関への引

継ぎ等の実施 

町／県／商工会 ・創業セミナー、創業相談などの支援事業を実施 

 

７．計画の目標                       
 

 日出町産業振興促進計画については、その実現に向けて各種団体がそれぞれの取

組を実施し、本町における多様な業種の産業振興を図ることをめざしている。これ

らのことから、本計画の目標については業種による区分を行わず、以下の項目別に

目標を設定するものとする。 
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（１）設備投資の活発化に関する目標（令和７年度～令和１１年度） 

 

 ①半島税制対象のもの 

  半島税制の適用対象となる設備投資の件数は、前計画と同様、年間１件、計画

期間で５件を目標とする。 

 

 ②半島税制以外のもの 

  半島税制の適用対象外の業種等においては、他の法令による税制優遇を活用す

る場合もあることから、これらにおける設備投資の件数は、前計画と同様、年間

２件、計画期間で１０件を目標とする。 

 

（２）雇用・人口に関する目標（令和７年度～令和１１年度） 

 

 ①新規雇用 

  新規雇用は、新設や増設などの設備投資に伴って発生することから、前計画と

同様、設備投資件数１件につき３人の新規雇用を目標とする。 

 

 ②将来人口 

  本町の人口は、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口

（令和５年推計）」によると、令和７年には２７，０９８人、令和１２年には２６，

３７７人と予想されており、減少傾向になっている。令和７年から令和１２年の

５年間では７２１人の減少となっており、単純計算では１年間に１４５人ほどの

人口減が予想される。 

  一方、新規雇用１人につき、当該者やその家族の転入が発生する場合もあるこ

とから、本計画の実現によってさらに年間１８人（新規雇用１人につき、平均し

てプラス１人の増加）の転入増があるものと考える。 

  なお、この人口推計は国勢調査をベースにして算出したものであるため、令和

２年の国勢調査人口を同年１０月１日現在の住民基本台帳人口に置き換えた場合

の数値を参考にし、令和１１年１０月１日における住民基本台帳人口として算出

した２７，２２５人（算出方法は、後記の※Cを参照）を目標とする。 

 

（３）事業者等への周知に関する目標（令和７年度～令和１１年度） 

 

 ①事業者への直接周知 

  半島税制の説明会を実施した場合、特定企業の参加だけとなり幅広い活用が期

待できないため、事業者に対して直接説明を行うことの方がより有益であると思

われることから、パンフレット等を用いた対面での制度説明を、前計画と同様、
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年に２０社以上の企業で実施することを目標とする。 

 

 ②広報紙、Ｗｅｂ媒体等による情報発信 

  半島税制の対象となる事業者に対し、幅広く情報を伝えるため、前計画と同様、

町ホームページを活用した情報発信を行うとともに、年に２回町の広報紙等に半

島税制の情報を掲載することを目標とする。 

 

（４）各目標の一覧 
 

   【設備投資の目標（１）①②】 年間及び計画期間の目標 

  （単位：件） 

 年間目標 計画期間目標 

半島税制対象のもの １ ５ 

半島税制以外のもの ２ １０ 

合計 ３ １５ 

 

   【雇用の目標（２）①】 年間及び計画期間の目標 

  （単位：人） 

 年間目標 計画期間目標 

半島税制対象のもの ３ １５ 

半島税制以外のもの ６ ３０  

合計 ９ ４５ 

 

   【人口の目標（２）②】 令和６年１０月における目標 

   （単位：人） 

 A.人口推計 B.目標（国調） C.目標（住基） 

令和７年１０月 ２７,０９８ ２７,１１６ ２７,７４４ 

令和８年１０月 ２６,９５３ ２６,９８９ ２７,６１４ 

令和９年１０月 ２６,８０８ ２６,８６２ ２７,４８５ 

令和１０年１０月 ２６,６６３ ２６,７３５ ２７,３５５ 

令和１１年１０月 ２６,５１８ ２６,６０８ ２７,２２５ 

令和１２年１０月 ２６,３７７ ２６,４８１ ２７,０９５ 

   ※A.人口推計は、令和２年と令和７年の推計値を元に按分し、年間 145 人が減少するものとして算出 

   ※B.目標（国調）は、本計画により年間 18 人ずつ増加していく見込みとして算出 

   ※C.目標（住基）は、目標（国調）×28,366 人（R2.10 住基）÷27,723 人（R2 国調）により算出 

 

   【周知に関する目標（３）①②】 年間及び計画期間の目標 

  （単位：件） 
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 年間目標 計画期間目標 

事業者への直接周知 ２０ １００ 

広報紙等による情報発信 ２ １０ 

 

８．計画評価・検証の仕組み                 

 

 本計画に記載する施策等については、日出町総合計画等において行われる評価、

進行管理を基礎とし、ＰＤＣＡサイクルに基づいた進行管理と効果検証を行う。効

果検証の結果については、次年度の施策等に反映させる。 

 

９．参考データ等                      

 

 ①人口の推移（国勢調査） 

  昭和４０年以降、産業の発展と生活基盤が整備されてきたことに伴って人口・

世帯数とも増加傾向にあった。人口増の主な要因としては、県都大分市や別府市

のベッドタウンの町として転入者が増加したことによる社会増と、第二次ベビー

ブームにおける自然増によるところが大きい。 

しかしながら、全国的な人口減少社会の到来もあり、平成２７年国勢調査から

減少傾向となっている。 

 

 ②年代別人口（国勢調査） 

年 人口（人） 増加率（％） 世帯数（世帯） 

昭和４０年 ２０,１２１ △６.３９ ４,６０４ 

昭和４５年 ２０,２０７ ０.４３ ４,９９４ 

昭和５０年 ２０,３２６ ０.５９ ５,４２０ 

昭和５５年 ２１,４６４ ５.６０ ５,９８２ 

昭和６０年 ２２,５６４ ５.１２ ６,４５８ 

平成 ２年 ２３,５８９ ４.５４ ７,１４２ 

平成 ７年 ２４,４３３ ３.５８ ７,９２２ 

平成１２年 ２６,１４２ ６.９９ ８,９９６ 

平成１７年 ２７,６４０ ５.７３ １０,１２４ 

平成２２年 ２８,２２１ ２.１０ １０,５１７ 

平成２７年 ２８,０５８ △０.５８ １０,８２０ 

令和 ２年 ２７,７２３ △１.２０ １１,０７２ 

    （単位：人） 

年 ０～１４歳 １５～６４歳 ６５歳以上 年齢不詳 合計 

昭和４０年 ５,３５５ １２,９０７ １,８５９ ０ ２０,１２１ 
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 ※令和２年以降は、国立社会保障人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年推計）」による。 

  年少人口（０～１４歳）については、第二次ベビーブームの際に若干の増加と

なっている。生産年齢人口（１５～６４歳）については、転入者の増加や第二次

ベビーブーム世代の成長に伴って、平成１７年までは増加傾向となっている。老

齢人口（６５歳以上）については、国勢調査ごとに増加する傾向となっており、

令和２年における高齢化率は３０．９％（８,５１０÷（２７,７２３－２２３）

×１００）となっている。これらの結果から、本町においても、全国的な少子高

齢化の影響を受けている状況となっている。 

 

 ③産業別就業人口（国勢調査） 

  昭和４０年以降第一次産業は減少しており、今後もこの傾向は続くと思われる。

昭和４５年 ４,６３６ １３,４３７ ２,１３４ ０ ２０,２０７ 

昭和５０年 ４,４２６ １３,５１４ ２,３８６ ０ ２０,３２６ 

昭和５５年 ４,６９０ １４,０００ ２,７７４ ０ ２１,４６４ 

昭和６０年 ４,８３４ １４,４５７ ３,２７２ １ ２２,５６４ 

平成 ２年 ４,４２４ １５,２９３ ３,８６６ ６ ２３,５８９ 

平成 ７年 ４,１４４ １５,６６６ ４,６２２ １ ２４,４３３ 

平成１２年 ４,１９１ １６,４９８ ５,４４２ １１ ２６,１４２ 

平成１７年 ４,１５６ １７,０９６ ６,０８６ ３０２ ２７,６４０ 

平成２２年 ４,１８２ １７,０２２ ６,９５１ ６６ ２８,２２１ 

平成２７年 ３,９７７ １５,９６８ ８,０３７ ７６ ２８,０５８ 

令和 ２年 ３,８０３ １５,１８７ ８,５１０ ２２３ ２７,７２３ 

令和 ７年 ３,４７９ １４,９３２ ８,６８７ ０ ２７,０９８ 

令和１２年 ３,１７４ １４,５１２ ８,６９１ ０ ２６,３７７ 

    （単位：人） 

年 第一次産業 第二次産業 第三次産業 分類不能 総額 

昭和４０年 ５,３５３ １,２１０ ３,０２０ ０ ９,５８３ 

昭和４５年 ５,００１ １,５４６ ３,７４５ ０ １０,２９２ 

昭和５０年 ３,３８２ ２,１０５ ４,１４５ ９ ９,６４１ 

昭和５５年 ２,６０８ ２,６７４ ４,７９２ １２ １０,０８６ 

昭和６０年 ２,４０５ ２,８７４ ５,１２２ １０ １０,４１１ 

平成 ２年 １,８７０ ３,２２９ ５,９１４ １５ １１,０２８ 

平成 ７年 １,６８６ ３,６０６ ６,６３５ ６ １１,９３３ 

平成１２年 １,２８０ ３,８１３ ７,２８４ ３０ １２,４０７ 

平成１７年 １,２０５ ３,７３６ ７,９３６ １０ １２,８８７ 

平成２２年 １,０３６ ３,４７１ ８,４１７ １５８ １３,０８２ 

平成２７年 ９６９ ３,２１４ ９,１０５ ２２６ １３,５１４ 

令和 ２年 ７３２ ２,９６６ ８,５９３ ２２７ １２,５１８ 
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第二次産業は平成１２年頃まで増加していたものの、その後は減少に転じている。

第三次産業は平成２７年まで増加していたものの、令和２年には減少に転じてお

り、人口減少等の影響も含め各産業ともに減少傾向は続くと思われる。 

 

 ④町内総生産額の実額（大分県統計資料） 

  町内総生産額実額の総額は、平成２５年度に急激に落ち込んでおり、第二次産

業の降下が原因であることから、日本テキサス・インスツルメンツ㈱日出工場の

撤退が影響していると考えられる。令和２年の新型コロナウイルス感染症によっ

て飲食サービス業や宿泊業などの第三次産業が大きな影響を受けたものの、設備

投資等に伴う第二次産業の増加がみられたことから、総額では大きな変化は見ら

れない。今後も微増又は横ばいを継続していくものと思われる。 

  

⑤観光客数等の推移（まちづくり推進課観光実態調査資料） 

 

   （単位：百万円） 

年度 第一次産業 第二次産業 第三次産業 総額 

平成２４年度 ２，６２５  ３１，２２７  ４７，４０８  ８１，７８１  

平成２５年度 ２，６２８  ２１，２３６  ４７，９１７  ７２，３４０  

平成２６年度 ２，６９６  ２２，７０９  ４８，６９４  ７４，８０２  

平成２７年度 ３，０１８  ２２，５７９  ５０，１２４  ７６，３６４  

平成２８年度 ２，９７４  ２２，２０４  ５０，７８３  ７６，４１５  

平成２９年度 ２，７７０  ２３，３４３  ５１，３０２  ７７，８６４  

平成３０年度 ２，５１３  ２４，０２１  ５１，３８９  ７８，４４９  

令和 １年度 ２，４６２  ２３，４５９  ５１，７４９  ７８，０２７  

令和 ２年度 ２，２６３  ２５，７３０  ４８，１０９  ７６，４７５  

令和 ３年度 ２，２３８  ２５，３６６  ４９，２８４  ７７，４２２  

年 総数（人） 日帰り客（人） 宿泊客（人） 消費額（千円） 

平成２６年 1,071,472 814,362 257,110 6,058,242 

平成２７年 1,154,047 889,484 264,563 6,429,662 

平成２８年 1,116,353 869,178 247,175 6,143,562 

平成２９年 1,130,152 866,552 263,600 6,341,676 

平成３０年 1,142,204 887,897 254,307 6,304,096 

令和 １年 1,167,250 964,210 203,040 6,702,896 

令和 ２年 591,211 470,687 120,524 3,229,046 

令和 ３年 901,000 778,348 122,652 4,295,883 

令和 ４年 1,185,459 942,051 243,408 6,422,587 

令和 ５年 1,275,617 963,719 311,898 8,233,510 
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  本町における観光客数は、現状増加傾向にあり、これに伴い消費額も増額して

いる。令和２年に発生した新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言などの

影響を受け激減したものの、５類移行となった令和５年からコロナ禍前の水準以

上に回復すると共に、観光ホテルの開業により宿泊客数が大幅な増加に繋がった。 

 


